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(1) 

小
浜
酒
井
藩
祖
酒
井
忠
勝
は
天
正
十
五

(
1
5
8
7
)

年
か
ら
寛
文
二

(
1
6
6
2
)
年
ま
で
、
七
十
六
年

始
め
に

の
生
涯
で
あ
っ
た
。
時
は
戦
国
時
代
が
豊
臣
秀
吉
に

よ
る
惣
無
事
令
の
天
下
統
一
と
な
り
、
慶
長
五

(
1
6
0
0
)
年
関
ケ
原
の
戦
い
か
ら
徳
川
幕
府
成

立
、
大
坂
冬
・
夏
の
陣
を
へ
て
元
和
僅
武
、
以
後
三

百
年
に
わ
た
る
徳
川
政
権
の
平
和
の
基
礎
が
確
立
す

る
時
代
で
あ
る
。

明
治
維
新
は
か
つ
て
関
ケ
原
で
敗
れ
た
薩
長
両
藩

に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
、
譜
代
の
名
門
小
浜
藩
は
一
時

薩
長
と
戦
い
朝
敵
に
擬
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

明
治
の
新
時
代
の
潮
流
に
大
き
く
遅
れ
た
と
い
わ
れ

中
島

酒
井
忠
勝
私
論

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
藩
祖
忠
勝
に
つ
い
て
も
、
嶺

南
地
域
の
有
志
が
明
治
政
府
の
許
可
を
得
て
、
小
浜

城
本
丸
御
殿
跡
に
忠
勝
を
祭
神
と
す
る
小
浜
神
社

(
戦
前
は
県
杜
)
を
創
建
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

今
日
忠
勝
の
銅
像
も
建
立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
市
主
催

の
郷
土
の
偉
人
顕
彰
者
で
も
な
い
。
酒
井
忠
勝
の
評

価
は
一
般
的
に
今
ひ
と
つ
の
感
無
き
に
し
も
非
ず
と

言
う
べ
き
か
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
小
論
は
あ
ら
た

め
て
忠
勝
に
つ
い
て
私
な
り
に
論
じ
た
も
の
で
あ

る

若
狭
の
宰
相

山
口
県
出
身
の
安
倍
晋
三
氏
が
首
相
に
就
任
し

た
。
戦
前
に
伊
藤
博
文
以
下
五
人
が
総
理
に
、
戦
後

も
祖
父
の
岸
信
介
や
大
叔
父
の
佐
藤
栄
作
に
つ
い
で

三
人
目
、
都
合
八
人
が
輩
出
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら

(2) 

く
全
国
で
ト
ッ
プ
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
戦
前
の
山

口
、
鹿
児
島
両
県
出
身
の
総
理
は
八
人
、
就
任
日
数

は
昭
和
二
十
年
ま
で
一
万
七
十
八
日
、
期
間
の
四
十

六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
い
か
に
維
新
か
ら

敗
戦
の
日
ま
で
両
県
出
身
の
指
導
者
が
、
わ
が
国
の

あ
り
よ
う
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
来
た
か
が
分
か
ろ

う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

わ
が
福
井
県
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
、
海
軍
大
将

岡
田
啓
介
た
だ
一
人
で
あ
る
。
も
っ
と
も
嶺
南
に
か

ぎ
れ
ば
残
念
な
が
ら
皆
無
だ
。
し
か
し
、
歴
史
を
さ

か
の
ぼ
れ
ば
江
戸
時
代
の
初
期
、
老
中
・
大
老
を
三

十
二
年
間
も
勤
め
た
酒
井
忠
勝
は
今
の
総
理
に
も
比

定
さ
れ
る
人
物
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
た
だ

長
い
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
将
軍
秀
忠
・
家
光
・

家
綱
の
三
代
に
仕
え
、
江
戸
幕
府
三
百
年
の
平
和
の

時
代
へ
の
政
策
を
樹
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私

は
忠
勝
こ
そ
若
狭
の
総
理
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し

か
し
、
忠
勝
の
死
後
四
百
年
近
く
今
も
偉
人
と
し
て

顕
彰
の
雰
囲
気
も
な
く
、
毎
年
五
月
二
日
(
明
治
政

府
の
神
社
創
建
許
可
の
日
)
の
小
浜
神
社
例
祭
に
も

特
に
忠
勝
の
遺
徳
を
偲
ぶ
行
事
が
営
ま
れ
る
事
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
わ
が
国
は
長
く
稲
作
を
中
心
と
す
る

社
会
で
あ
っ
た
。
い
ま
県
立
若
狭
歴
史
民
俗
資
料
館

で
は
文
化
庁
主
催
で
「
日
本
列
島
発
掘
2
0
0
6」

の
特
別
展
が
開
催
さ
れ
て
い
る
が
、
特
別
展
を
見
る

と
人
聞
は
自
然
界
か
ら
食
料
を
得
て
い
た
時
代
か

ら
、
定
住
し
て
食
物
を
栽
培
す
る
よ
う
に
な
っ
て
戦

を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
災
害
や
天
候
不

順
か
ら
不
作
に
な
る
と
、
飢
謹
か
ら
逃
れ
る
た
め
、

穫
り
入
れ
の
秋
に
他
の
村
々
を
襲
う
略
奪
が
始
ま
っ
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2 

た
の
で
は
な
い
か
(
映
画
「
七
人
の
侍
」
に
見
る
)
。

こ
の
時
代
か
ら
石
製
の
万
が
造
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
、
青
銅
の
万
・
鉄
の
万
に
進
歩
し
て
い

く
。
今
を
生
き
る
私
達
は
こ
の
よ
う
な
困
難
の
中
を

生
き
抜
い
た
人
々
の
子
孫
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
人
類
は
一
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
今
に
至

る
ま
で
、
理
由
は
と
も
か
く
も
戦
争
の
惨
禍
か
ら
抜

け
出
す
事
が
出
来
て
い
な
い
。
米
が
社
会
の
根
幹
で

あ
っ
た
か
ら
、
稲
作
の
た
め
村
の
成
り
立
つ
条
件
を

整
え
る
事
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
代
の
領
主
の
役

割
で
あ
っ
た
。忠

勝
の
略
歴

そ
ん
な
戦
国
の
世
、
天
正
十
五
年
に
三
河
の
圏
西

尾
の
城
で
生
を
受
け
た
忠
勝
は
、
同
十
八
年
秀
吉
に

よ
っ
て
家
康
が
関
八
州
を
与
え
ら
れ
る
と
、
家
康
に

従
い
父
忠
利
と
と
も
に
武
蔵
川
越
へ
移
る
(
四
歳
)
。

以
下
、
忠
勝
一
生
の
略
歴
の
あ
ら
ま
し
を
辿
る
。

(3) 

慶
長
五
年
十
四
歳
で
関
ケ
原
に
初
陣
、
同
十
四
年
父

忠
利
と
と
も
に
江
戸
へ
参
府
し
、
父
は
老
中
に
忠
勝

は
讃
岐
{
寸
に
叙
任
(
二
十
三
歳
)
。
同
十
九
年
下
総

の
固
で
知
行
三
千
石
拝
領
(
二
十
八
歳
)
。

元
和
六
年
将
軍
秀
忠
の
命
に
よ
り
、
家
光
付
き
の

守
り
役
と
な
る
(
三
十
四
歳
)
。
同
九
年
家
光
に
雇

従
し
て
上
洛
、
家
光
(
二
十
歳
)
三
代
将
軍
に
な
る
。

こ
の
と
き
家
光
よ
り
二
条
城
の
南
の
傍
ら
に
二
万
坪

の
京
都
屋
敷
を
拝
領
す
る
。
(
後
に
幕
末
最
後
の
将

軍
慶
喜
は
文
久
三
年
十
二
月
か
ら
慶
応
三
年
九
月
ま

で
三
年
十
カ
月
、
将
軍
後
見
職
や
禁
裏
守
衛
総
督
と

し
て
、
御
所
に
近
い
こ
の
小
浜
藩
邸
を
本
拠
と
し
て

維
新
の
動
乱
に
対
処
し
た
の
で
あ
る
。
平
成
十
四

年
、
御
池
通
り
の
藩
邸
跡
の
篤
志
者
の
庖
頭
に
「
小

浜
藩
京
都
屋
敷
跡
」
の
碑
が
百
三
十
年
ぶ
り
に
建

立
、
小
浜
市
長
に
よ
り
除
幕
さ
れ
た
)

0

寛
永
元
年
上
総
・
下
総
・
武
蔵
加
増
、
三
万
石
で

父
と
共
に
老
中
と
な
る
(
三
十
八
歳
)
。
同
四
年
父

忠
利
卒
す
。
遺
領
を
加
え
八
万
石
、
川
越
城
主
と
な

る
(
四
十
一
歳
)
。
同
五
年
家
光
よ
り
牛
込
の
地
四
万

坪
を
江
戸
下
屋
敷
と
し
て
拝
領
す
る
。
同
七
年
忠
直

誕
生
。
家
光
、
宿
癒
に
な
る
。
同
九
年
秀
忠
卒
す
、

十
万
石
に
加
増
。

(
1
6
3
4
)
年
家
光
上
浩
、
家
光
、
姉

婿
の
小
浜
藩
主
京
極
忠
高
を
松
江
二
十
六
万
石
へ
国

替
え
、
そ
の
後
へ
、
忠
勝
は
若
狭
一
円
・
越
前
敦
賀

・
江
州
高
島
郡
十
一
万
三
千
石
を
拝
領
、
小
浜
城
に

入
る
(
四
十
八
歳
)
。
同
十
三

(
1
6
3
6
)
年
下
野

同
十

の
国
一
万
石
加
増
。
小
浜
へ
入
る
。
小
浜
城
天
守
閣

完
成
(
五
十
歳
)
。
同
十
五
年
老
中
か
ら
幕
府
初
の

大
老
に
な
る
。

同
十
八
年
家
綱
誕
生
。
忠
勝
夫
人
を
小
浜
心
光
寺

へ
葬
る
(
五
十
五
歳
)
。
同
十
九
年
全
国
的
飢
謹
の

た
め
忠
勝
小
浜
へ
入
る
。
同
二
十
年
天
皇
即
位
式
の

為
上
洛
、
途
路
小
浜
に
入
る
(
忠
勝
最
後
の
小
浜
入

り)。慶
安
二
年
「
慶
安
の
触
書
」
公
布
。
長
男
忠
朝
を

廃
嫡
し
、
四
男
忠
直
を
嫡
子
と
な
す
。
同
三

(
1
6
5
0
)
年
家
康
三
十
三
回
忌
、
日
光
東
照
宮

に
五
重
塔
建
立
寄
進
(
六
十
四
歳
)
。
同
四
年
家
光

卒
す
。
四
代
将
軍
家
綱
十
一
歳
。
慶
安
事
件
。
政
権

の
交
代
を
取
り
仕
切
り
、
幕
政
の
安
定
を
図
る
(
六

十
五
歳
)
。

明
暦
二

(
1
6
5
6
)
年
家
督
を
忠
直
に
譲
る
(
七

十
歳
)
。
万
泊
三
年
日
光
山
で
剃
髪
空
印
と
号
す
(
七

十
四
歳
)
。

寛
文
二

(
1
6
6
2
)
年
、
江
戸
牛
込
邸
で
卒
す

(
七
十
六
歳
)
。
後
代
の
藩
主
に
比
べ
い
た
く
長
命

で
あ
っ
た
。

以
上
が
忠
勝
の
略
歴
で
あ
る
。
忠
勝
は
寛
永
十
一

(
1
6
3
4
)
年
か
ら
明
暦
二

(
1
6
5
6
)
年
ま

で
若
狭
小
浜
藩
主
を
二
十
二
年
間
勤
め
、
藩
の
家
老
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に
対
す
る
江
戸
か
ら
の
書
き
下
し

(
指
令
)
は
四
百

通
に
達
し
て
い
る
。
上
述
の
よ
う
に
こ
の
間
の
就
固

は
、
前
後
四
回
期
間
は
都
合
一
カ
年
に
も
達
し
て
い

な
い
が
、
こ
れ
は
幕
府
の
重
鎮
で
江
戸
を
離
れ
る
事

が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

酒
井
家
か
ら
三
度
に
わ
た
っ
て
地
元
小
浜
に
寄
贈

さ
れ
た
「
酒
井
家
文
書
」
は
忠
勝
が
藩
主
と
し
て
の

施
政
の
あ
り
ょ
う
を
今
に
伝
え
て
い
る
。
以
下
忠
勝

の
家
光
へ
の
忠
誠
を
追
っ
て
み
た
い
。

(
4
)
 

家
光
と
忠
勝

秀
忠
は
か
ね
て
忠
勝
の
人
柄
を
見
抜
き
、
元
和
六

年
十
七
歳
の
家
光
の
守
り
役
に
抜
擢
す
る
。
忠
勝
は

家
光
よ
り
十
七
歳
の
年
長
で
あ
っ
た
。
家
光
は
出
生

と
共
に
生
母
お
江
の
方
の
手
を
離
れ
、
の
ち
の
春
日

の
局
に
育
て
ら
れ
た
が
、
二
年
後
に
生
れ
た
次
男
忠

長
は
終
始
お
江
の
方
に
育
て
ら
れ
、
両
親
に
寵
愛
さ

れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
空
気
の
中
、
忠
勝

の
家
光
へ
の
帝
王
学
は
重
大
な
任
務
で
あ
り
、
様
々

な
苦
労
が
あ
っ
た
が
、
忠
勝
は
誠
心
誠
意
家
光
の
惇

育
に
あ
た
っ
た
。

あ
る
と
き
家
光
が
癌
療
を
患
い
重
症
に
な
っ
た
と

こ
ろ
、
弟
忠
長
の
側
近
た
ち
は
其
れ
を
聞
い
て
喜
ん

3 

だ
。
忠
長
を
次
期
将
軍
へ
と
の
空
気
を
感
じ
取
っ
て

中
島

酒
井
忠
勝
私
論

い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
さ
な
か
忠
長
が
空
腹
を
訴

え
た
の
で
台
所
人
た
ち
は
急
い
で
食
膳
に
取
り
か
か

っ
た
。
そ
れ
を
見
た
忠
勝
は
強
く
側
近
達
に
注
意

し
、
「
兄
君
が
病
に
岬
吟
さ
れ
て
い
る
。
弟
君
が
そ

れ
を
喜
ば
れ
る
は
ず
が
な
い
。
食
事
な
ど
喉
を
と
お

る
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
て
す
ぐ
に
忠
長
の
食
膳
を
下

げ
さ
せ
た
。

ほ
ど
な
く
秀
忠
が
家
光
の
見
舞
い
に
や
っ
て
き
て

「
忠
勝
、
先
に
立
て
」
と
命
じ
た
。
忠
勝
は
忠
長
の

意
に
反
し
た
所
業
か
ら
手
討
ち
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
と
思
い
、
意
を
決
し
て
先
に
立
ち
秀
忠
を
家
光
の

寝
所
に
案
内
し
た
。
家
光
の
容
態
は
よ
く
病
は
快
方

に
む
か
っ
て
い
た
の
で
秀
忠
は
そ
れ
を
見
て
大
い
に

喜
び
、
忠
勝
の
忠
誠
心
に
感
じ
入
っ
た
と
い
う
。

家
光
は
元
和
九

(
1
6
2
3
)
年
二
十
歳
で
忠
長

を
抑
え
て
三
代
将
軍
に
な
る
。
将
軍
に
な
っ
て
も
忠

勝
の
変
ら
ざ
る
忠
誠
は
続
き
、
家
光
の
信
頼
厚
く
忠

勝
は
寛
永
元
年
父
忠
利
と
同
じ
老
中
に
つ
く
。
将
軍

家
光
は
お
忍
ぴ
が
好
き
で
よ
く
夜
歩
き
を
し
た
と
い

う
。
側
近
が
諌
め
て
も
聞
き
入
れ
な
い
の
で
忠
勝
は

思
案
の
末
、
家
光
の
草
履
を
自
分
の
懐
で
温
め
る
こ

と
に
し
た
。
家
光
は
出
か
け
る
時
草
履
が
暖
か
い
の

に
気
付
き
、
誰
の
仕
業
か
と
注
意
し
て
い
る
と
忠
勝

が
や
っ
て
い
る
事
が
わ
か
っ
た
。
家
光
は
「
そ
れ
ほ

ど
ま
で
に
心
配
し
て
く
れ
て
い
る
の
か
」
と
反
省
し

て
夜
歩
き
を
止
め
た
と
い
う
。

寛
永
十
六
年
江
戸
城
の
火
災
で
家
光
は
牛
込
(
前

述
)
の
小
浜
藩
下
屋
敷
に
避
難
し
た
。
屋
敷
の
周
囲

は
土
手
で
固
ま
れ
で
い
た
が
、
警
護
の
た
め
そ
の
上

に
竹
矢
来
を
巡
ら
せ
た
。
以
後
そ
れ
が
な
ら
わ
し
と

な
り
「
矢
来
町
」
の
名
が
生
れ
た
と
い
う
。
屋
敷
内

の
庭
園
は
小
堀
遠
州
作
の
名
園
と
し
て
知
ら
れ
、
家

光
は
二
十
八
年
間
の
将
軍
在
位
中
に
実
に
百
五
十
回

余
も
こ
の
屋
敷
に
忠
勝
を
訪
れ
た
。
因
み
に
解
体
新

書
で
有
名
な
小
浜
藩
医
杉
田
玄
白
は
、
享
保
十
八

(
1
7
3
3
)
年
、
こ
の
屋
敷
内
で
藩
医
杉
田
甫
仙

(
平
成
十
六
年
の
暮

の
子
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
。

れ
、
矢
来
町
の
矢
来
公
聞
に
「
小
浜
藩
邸
跡
と
杉
田

玄
白
生
誕
地
」
の
碑
が
新
宿
区
へ
小
浜
市
よ
り
寄

贈
。
福
井
県
知
事
、
新
宿
区
長
、
酒
井
家
十
九
代
当

主
・
杉
田
家
六
代
当
主
等
の
臨
席
の
も
と
、
お
披
露

目
の
式
典
が
挙
行
さ
れ
た
)

0

(
5
)

忠
勝
の
若
狭
拝
領

寛
永
十
一
年
七
月
、
家
光
は
コ
一
十
万
人
の
供
奉
を

引
き
つ
れ
=
一
度
目
の
上
洛
を
し
た
。
も
ろ
も
ろ
の
重

臣
共
々
忠
勝
も
供
奉
し
て
い
る
。
世
に
い
う
「
御
代
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替
の
御
上
洛
」
で
あ
っ
た
。
軍
列
を
見
物
す
る
貴
賎

は
近
江
膳
所
か
ら
京
都
市
中
ま
で
「
山
川
尺
地
な
く

群
集
」
す
る
中
を
二
条
城
に
入
っ
た
と
い
う
。
こ
う

し
て
姪
に
あ
た
る
明
正
天
皇
に
拝
謁
、
院
御
料
を
壱

万
石
に
倍
増
、
市
中
全
戸
(
三
万
五
千
軒
か
ら
七
千

軒
と
も
)
の
町
人
に
一
軒
あ
た
り
米
一
俵
に
相
当
す

る
金
子
を
御
代
替
の
祝
と
し
て
下
賜
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
盛
事
の
中
で
家
光
は
五
十
万
石
に
わ

た
る
六
大
名
の
領
地
替
え
を
発
令
し
た
。
姉
婿
の
京

極
忠
高
を
若
狭
小
浜
か
ら
世
継
ぎ
な
く
断
絶
し
た
出

雲
松
江
二
十
六
万
石
、
老
中
の
忠
勝
を
武
州
川
越
か

ら
若
狭
小
浜
十
一
万
三
千
五
百
石
へ
国
替
え
し
た
。

か
ね
て
私
は
、
京
極
忠
高
は
と
も
か
く
、
武
州
川
越

十
万
石
、
時
の
老
中
酒
井
忠
勝
を
何
故
若
狭
へ
転
封

し
た
の
か
家
光
の
人
事
の
裏
を
測
り
か
ね
て
い
た
。

忠
勝
の
後
も
甲
州
街
道
の
川
越
は
江
戸
の
西
を
固
め

る
要
衝
と
し
て
歴
代
幕
府
重
臣
の
封
地
で
あ
っ
た
。

忠
勝
お
国
替
え
の
縁
に
よ
り
人
口
三
十
万
の
川
越
市

と
三
万
余
の
小
浜
市
は
今
日
姉
妹
都
市
と
し
て
友
好

関
係
に
あ
り
、
私
も
し
ば
し
ば
訪
れ
て
い
る
が
両
市

の
関
係
者
と
も
そ
の
理
由
に
つ
い
て
確
た
る
も
の
を

共
有
し
て
い
る
よ
う
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
古

く
か
ら
大
陸
と
の
交
流
し
げ
く
、
奈
良
や
京
都
へ
の

文
化
の
揚
陸
地
と
し
て
の
小
浜
は
重
要
視
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
県
立
若
狭
歴
史
民
俗
資
料
館
の
有
馬

学
芸
員
は
「
北
国
や
中
国
の
物
流
の
揚
陸
港
の
小
浜

.
敦
賀
か
ら
今
津
を
へ
て
湖
上
を
大
津
に
い
た
る
ル

ー
ト
上
の
三
拠
点
を
占
め
る
、
若
狭
一
円
・
越
前
敦

賀
・
江
州
高
島
郡
の
地
位
は
、
京
都
の
経
済
を
左
右

し
、
通
行
税
を
徴
収
す
る
重
要
地
点
で
あ
る
」
と
し

て
、
老
中
が
支
配
す
べ
き
地
域
で
あ
っ
た
と
納
得
で

き
る
解
説
を
し
て
い
る
。
後
に
西
廻
り
航
路
に
よ
っ

て
そ
の
地
位
は
減
殺
さ
れ
る
が
、
当
時
と
し
て
わ
が

国
の
中
で
は
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
主
要
の
地

域
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
家
光
の
重
臣

忠
勝
の
小
浜
へ
の
転
封
も
理
解
で
き
る
。

『
仰
景
録
』
に
は
、
家
光
が
忠
勝
を
し
て
駿
河
十

八
万
石
へ
の
国
替
え
を
内
示
す
る
と
、
忠
勝
は
「
権

現
(
家
康
)
様
の
地
は
恐
れ
多
い
」
と
し
て
辞
退
し
、

で
は
甲
斐
二
十
四
万
石
と
い
う
と
「
信
玄
様
の
所
と

は
」
と
拝
辞
し
た
と
あ
る
。
こ
う
し
て
家
光
は
や
む

な
く
領
地
高
島
郡
に
続
く
江
州
志
賀
を
と
内
示
し
た

が
「
自
分
が
厚
遇
に
預
か
れ
ば
他
の
諸
臣
も
と
な

り
、
国
の
た
め
に
い
か
が
と
」
と
し
て
こ
れ
ま
た
辞

退
し
て
い
る
。

『
仰
景
録
』
は
忠
勝
を
「
古
今
に
独

歩
す
る
御
忠
誠
」
と
賞
賛
し
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
時
代
の
武
士
階
級
は
お
国
替
え

に
よ
り
新
た
な
土
地
に
移
動
し
、
百
姓
町
人
は
代
々

そ
の
土
地
に
あ
っ
て
藩
主
ら
を
見
送
り
、
新
た
な
藩

主
ら
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
忠
勝
は
領
地
換
え
に
あ

た
り
今
は
福
井
県
の
無
形
文
化
財
の
「
雲
浜
獅
子
」

(
川
越
で
は
「
さ
さ
ら
獅
子
」
と
い
う
)
一
行
を
川

越
か
ら
関
東
組
と
一
緒
に
連
れ
て
来
た
こ
と
は
有
名

で
あ
る
。
前
述
小
浜
神
社
の
例
祭
に
は
四
百
年
伝
え

ら
れ
て
き
た
「
雲
浜
獅
子
」
が
今
も
奉
納
さ
れ
て
い

る
(6) 

家
綱
と
忠
勝

前
述
の
よ
う
に
忠
勝
は
家
光
の
信
頼
厚
く
、
寛
永

十
五
年
土
井
利
勝
と
共
に
大
老
に
な
る
。
利
勝
が
数

年
で
他
界
す
る
と
大
老
は
忠
勝
一
人
と
な
り
幕
府
の

枢
機
に
参
画
す
る
。
慶
安
二
年
家
康
の
三
十
三
回
忌

に
あ
た
り
、
家
光
の
寛
永
の
大
造
替
に
よ
っ
て
絢
澗

豪
華
に
な
っ
た
日
光
東
照
宮
に
五
重
塔
を
寄
進
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
寄
進
は
三
百
大
名
中
、
唯
一
の

大
名
寄
進
建
造
物
で
あ
る
こ
と
を
、
今
も
っ
て
東
照

宮
に
参
詣
す
る
人
々
が
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(
日

光
東
照
宮
の
建
造
物
と
共
に
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
五
重
塔
は
文
化
十
二
年
火
災
に
よ
り

焼
失
す
る
が
同
十
四
年
十
代
小
浜
藩
主
酒
井
忠
進
に
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よ
り
再
建
さ
れ
、
塔
は
明
治
維
新
ま
で
小
浜
藩
の
み

の
寄
進
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
て
い
る
。
)

寛
永
の
末
期
か
ら
慶
安
に
か
け
て
、
将
軍
家
光
は

た
び
た
び
老
臣
会
議
を
聞
き
幕
府
の
最
高
方
針
を
決

め
て
い
る
が
、
こ
の
老
臣
会
議
に
忠
勝
は
つ
ね
に
出

「
歴
代
徳
川
家
の
カ
ル
テ
」
の
篠
田

達
明
氏
に
よ
る
と
家
光
は
二
・
三
十
代
は
あ
ま
り
健

康
で
な
く
、
お
こ
り
(
マ
ラ
リ
ア
)
に
か
か
っ
た
り
、

席
し
て
い
る
。

目
を
患
っ
た
り
、
回
虫
が
出
た
り
、
も
が
き
(
痘
搭
)

を
わ
ず
ら
っ
た
り
し
た
が
、
四
十
代
か
ら
調
子
が
良

く
な
り
、
子
ど
も
も
生
ま
れ
健
康
で
あ
っ
た
が
、
官
同

血
圧
症
の
前
触
れ
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
中

家
光
は
慶
安
四
年
四
月
二
十
日
、
四
十
八
歳
の
働
き

盛
り
で
ポ
ツ
ク
リ
と
亡
く
な
っ
た
。
高
血
圧
性
脳
出

血
の
再
発
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
と
い
う
。
家
光

は
死
を
前
に
忠
勝
に
遺
言
し
て
、
殉
死
を
固
く
戒

め
、
自
分
(
家
光
)
の
死
を
取
り
し
き
り
幼
少
(
十

一
歳
)
の
家
綱
を
守
り
立
て
て
、
幕
政
の
安
泰
を
期

す
よ
う
命
じ
た
。
し
か
し
、
幼
少
の
将
軍
と
あ
っ
て
、

5 

こ
の
政
権
交
代
は
関
ケ
原
の
戦
い
か
ら
半
世
紀
、
幕

府
に
不
安
の
空
気
が
漂
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
て
、
家
光
の
死
に
臨
み
、
忠
勝
は
江
戸
城

に
参
集
し
た
御
三
家
、
御
家
門
や
諸
大
名
に
対
し
「
家

中
島

酒
井
忠
勝
私
論

光
か
く
れ
さ
せ
給
い
、
先
代
の
子
家
綱
に
忠
節
を
尽

く
す
べ
し
」
と
家
光
の
遺
命
を
伝
え
、
さ
ら
に
忠
勝

が
「
古
よ
り
幼
主
の
と
き
は
政
道
一
決
せ
ず
、
危
殆

あ
る
試
し
あ
り
」
と
政
権
交
代
時
の
懸
念
を
述
べ
る

と
、
諸
大
名
は
そ
の
言
葉
を
体
し
て
い
っ
せ
い
に
平

伏
し
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
忠
勝
の
幕
閣
に
お
け

る
地
位
を
示
す
と
共
に
家
光
と
の
深
い
信
頼
関
係
も

示
し
て
お
り
、
忠
勝
は
家
光
の
期
待
に
応
え
て
幕
府

の
政
権
交
代
を
取
り
し
き
り
、
幕
政
の
安
定
を
も
た

ら
し
た
の
で
あ
る
。

忠
勝
と
家
綱
の
聞
に
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
つ

て
い
る
。
若
い
将
軍
家
綱
が
屋
敷
の
庭
に
あ
る
大
き

な
石
が
目
障
り
で
あ
る
と
し
て
撤
去
を
命
じ
た
と
言

う
。
忠
勝
は
家
綱
に
撤
去
す
る
に
は
塀
を
壊
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
、
忠
勝
は
命
令
を
履
行
し
な

か
っ
た
。
家
光
を
し
て
「
余
の
右
手
は
忠
勝
、
左
手

は
信
綱
」
と
言
わ
し
め
て
知
恵
伊
豆
と
い
わ
れ
た
松

平
信
綱
は
、
「
そ
ん
な
も
の
は
庭
の
石
の
横
に
穴
を

掘
っ
て
埋
め
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
と
、
忠
勝
は
「
幼

少
の
将
軍
が
、
ど
ん
な
事
で
も
自
分
の
意
志
が
通
る

と
思
わ
し
め
で
は
な
ら
な
い
、
伊
豆
の
言
う
こ
と
ぐ

ら
い
は
分
っ
て
い
る
」
と
断
固
と
し
て
石
を
動
か
す

事
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
見
事
な
幼
少
将
軍
へ
の
蝶

で
あ
っ
た
。

忠
勝
と
殉
死

前
述
の
よ
う
に
、
家
光
は
死
に
臨
ん
で
忠
勝
一
人

を
呼
ぴ
、
殉
死
を
固
く
戒
め
て
禁
じ
、
幼
少
の
家
綱

(
7
)
 

を
補
佐
す
る
よ
う
命
じ
た
が
、
家
光
に
近
侍
の
忠
勝

の
娘
阿
久
里
の
夫
、
老
中
の
下
総
佐
倉
城
主
堀
田
正

盛
や
同
じ
老
中
の
武
蔵
岩
槻
城
主
安
部
重
次
、
御
側

出
頭
の
内
田
正
信
が
家
光
死
の
当
日
二
十
日
夜
家
光

を
追
っ
て
殉
死
し
、
翌
二
十
一
日
や
二
十
三
日
に
も

殉
死
が
続
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
寛
文
年
間
以
降
、

幕
府
は
殉
死
を
禁
じ
て
い
る
。

『
日
本
の
近
世
』
(
高
木
昭
作
著
)
に
よ
る
と
家
光

の
死
後
十
余
年
ご
ろ
、
著
者
不
明
の
『
玉
滴
陰
見
』

と
い
う
書
物
に
家
光
に
殉
死
し
な
か
っ
た
側
近
を
非

難
し
た
落
首
・
落
書
が
の
っ
て
い
る
。
知
恵
伊
豆
と

言
わ
れ
た
松
平
信
網
を
筆
頭
に
家
光
在
任
中
に
、
平

和
な
時
代
戦
争
に
よ
ら
な
く
出
世
し
た
重
臣
達
の
度

胸
の
な
さ
を
非
難
し
て
い
る
の
だ
。

「
大
猷
院
様
(
家
光
の
法
号
)
ゴ
遺
一
一
百
ニ
テ
松
平

伊
豆
守
信
網
殉
死
無
リ
ケ
レ
ハ
、
弱
臣
院
殿
前
捨
遺

伊
豆
マ
メ
ハ
豆
府
ニ

豆
州
大
守
殉
死
酪
酌
大
居
士

シ
テ
ハ
ヨ
ケ
レ
ト
モ
、
ヤ
ク
ニ
タ
タ
ヌ
ハ
切
ス
ナ
リ

ケ
リ
」
な
ど
六
人
の
重
臣
の
名
が
上
が
っ
て
い
る
。
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慶
安
四
年
の
落
書
に
家
光
に
殉
死
し
た
コ
一
人
か

ら
、
忠
勝
等
殉
死
し
な
か
っ
た
老
中
に
あ
て
た
奉
書

が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
あ
の
世
の
家
光
の
意

を
伝
達
す
る
文
書
で
あ
る
。
「
急
度
(
き
っ
と
)
飛

札
を
も
っ
て
申
し
達
し
候
、
大
猷
院
様
ご
機
嫌
残
る

所
な
く
、
極
楽
世
界
に
着
御
さ
れ
候
問
、
心
安
か
る

べ
く
候
、
然
れ
ば
、
御
先
に
相
越
し
候
柳
生
但
馬
守

一
人
、
御
前
を
去
ら
ず
こ
れ
あ
り
と
い
え
ど
も
、
か

の
者
ば
か
り
で
は
ご
不
自
由
に
思
し
召
さ
れ
候
問
、

そ
こ
も
と
に
相
残
り
候
御
譜
代
の
内
に
で
も
、
取
り

分
け
日
ご
ろ
お
心
安
く
召
し
使
わ
れ
候
中
根
壱
岐
守

・
永
井
日
向
守
を
さ
し
越
す
べ
き
候
。
右
の
外
朽
木

民
武
少
輔
等
四
人
は
、
勝
手
次
第
に
片
時
も
急
ぎ
罷

り
越
し
候
ょ
う
、
申
し
渡
さ
る
べ
く
候
。
は
た
ま
た

そ
こ
も
と
に
お
い
て
は
、
吉
利
支
丹
の
御
詮
議
に
お

ん
な
ず
み
遊
ば
さ
れ
候
問
、
井
上
筑
後
守
儀
、
早
々

弘
誓
早
船
(
ぐ
ぜ
い
の
早
ふ
ね
、
念
仏
の
中
の
天
竺

和
讃
に
「
帰
命
頂
来
天
紙
一
一
の

弘
誓
の
舟
が
磯
に
つ
く

天
の
河
原
の
川
上
に

舟
は
白
金
櫓
は
黄
金
・

.
・
・
」
)
を
も
っ
て
渡
海
せ
し
む
べ
く
の
旨
、
上

意
に
候
。
恐
々
謹
言
。
」
差
出
人
は
先
に
殉
死
し
た

大
居
士
の
三
人
名
で
、
宛
て
名
は
酒
井
忠
勝
、
松
平

信
網
、
安
部
忠
秋
の
三
老
中
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

落
書
は
こ
の
時
代
将
軍
の
側
近
・
親
衛
隊
(
今
で
い

う
御
学
友
か
)
で
あ
っ
た
者
は
死
ん
で
将
軍
に
つ
か

え
る
べ
き
と
の
庶
民
感
情
が
、
殉
死
し
・
な
か
っ
た
家

光
の
側
近
を
名
指
し
で
非
難
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
落
書
に
は
側
近
中
の
側
近
忠
勝
を

あ
の
世
の
家
光
の
と
こ
ろ
に
送
れ
と
は
い
わ
ず
に
、

生
き
て
他
の
側
近
を
あ
の
世
の
家
光
の
元
へ
送
る
よ

う
に
と
書
い
て
い
る
。
幕
府
に
お
け
る
忠
勝
の
役
割

を
一
般
の
庶
民
も
薄
々
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
『
玉
滴
陰
見
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
庶
民
の
落

書
は
当
時
の
国
政
に
お
け
る
忠
勝
の
重
要
な
役
割
を

示
唆
し
て
い
る
。

(8) 

忠
勝
の
治
績

忠
勝
は
三
河
以
来
の
徳
川
の
家
臣
、
三
河
家
臣
団

の
総
帥
で
あ
っ
た
。
主
家
の
た
め
石
高
は
小
さ
い
な

が
ら
三
河
以
来
の
家
臣
、
百
四
十
五
家
を
譜
代
大
名

と
し
て
全
国
の
要
衝
に
配
置
し
た
。
こ
れ
は
大
名
の

半
数
を
超
え
、
百
近
い
外
様
大
名
を
牽
制
、
監
視
し
、

御
三
家
な
ど
二
十
余
の
親
藩
大
名
に
も
取
り
い
っ

て
、
徳
川
政
権
の
安
定
に
寄
与
し
た
。
特
に
参
勤
交

代
の
制
度
は
、
結
果
的
に
三
百
年
の
平
和
を
も
た
ら

し
て
い
る
。
幕
末
こ
の
制
度
を
海
防
の
た
め
と
し
て

緩
め
た
事
が
幕
府
の
崩
壊
を
早
め
る
遠
因
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

私
は
か
つ
て
酒
井
家
第
十
九
代
の
御
当
主
忠
和
氏

に
問
わ
れ
た
事
が
あ
る
。
「
当
家
は
徳
川
四
天
王
の

一
家
か
?
」
と
。
徳
川
四
天
王
と
は
戦
障
で
武
勲
高

く
家
康
を
し
て
天
下
を
取
ら
し
め
て
徳
川
幕
府
樹
立

に
貢
献
し
た
四
武
人
(
酒
井
忠
次
・
井
伊
直
政
・
本

多
忠
勝
・
榊
原
康
政
)
で
あ
っ
て
、
こ
の
酒
井
家
は

む
し
ろ
文
人
と
し
て
幕
政
を
時
代
に
適
応
さ
せ
て
運

営
し
た
、
今
で
言
う
極
め
て
「
有
能
な
官
僚
」
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
、
酒
井
家
は
文
治
の
家
柄
で
あ
っ

た。
家
光
の
側
近
中
の
側
近
で
あ
り
な
が
ら
、
忠
勝
は

殉
死
を
許
さ
れ
ず
、

「
玉
滴
陰
見
』
に
見
る
よ
う
に

世
間
も
忠
勝
を
し
て
生
き
抜
い
て
、
殉
死
を
し
な
か

っ
た
重
臣
達
を
あ
の
世
の
家
光
の
と
こ
ろ
へ
送
る
よ

「
剛
直
ニ
シ

う
に
と
期
待
さ
れ
た
忠
勝
の
人
柄
を
、

テ
淵
黙
、
重
厚
ニ
シ
テ
厳
格
」
「
君
寵
ニ
ホ
コ
リ
権

威
ヲ
振
ハ
レ
候
様
ナ
ル
儀
ア
ラ
セ
ラ
レ
ズ
、
万
事
御

謙
譲
御
質
素
」
で
、
鼠
嫌
い
、
煙
草
嫌
い
、
合
理
的

で
愛
婿
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
謹
厳
、
実
直
多
く

の
大
名
か
ら
の
信
望
も
厚
か
っ
た
。

忠
勝
の
死
後
約
百
年
後
に
編
纂
さ
れ
た
忠
勝
の
言

行
録
『
仰
景
録
』
に
、
「
御
容
貌
、
ウ
パ
口
チ
、
タ
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レ
頬
、
御
顔
ノ
色
赤
ク
、
指
ニ
テ
推
シ
候
ホ
ド
ヅ
ツ

ノ
黒
痘
ノ
痕
ハ
ラ
リ
ト
御
座
候
由
・
・
・
」
と
書
か

れ
、
往
年
の
武
田
信
玄
に
良
く
似
て
い
た
と
い
う
。

そ
の
日
常
生
活
は
「
朝
六
時
起
床
、
行
水
ノ
後
、
八

時
朝
御
膳
、
コ
レ
ヨ
リ
祐
筆
ヲ
召
サ
セ
ラ
レ
、
所
用

ノ
文
通
弁
セ
ラ
レ
、
昼
御
膳
、
午
後
二
時
表
エ
オ
ン

出
、
タ
御
膳
、
午
後
六
時
儒
者
ヲ
招
キ
、
八
時
二
終

了
、
十
時
二
御
寝
所
へ
」
こ
の
日
程
は
毎
日
少
し
の

変
り
も
な
か
っ
た
と
い
う
。
忠
勝
は
学
問
を
好
み
本

を
読
め
ば
居
な
が
ら
に
し
て
世
界
を
知
る
事
が
で
き

る
と
学
問
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
小
浜

藩
に
好
学
の
藩
風
を
生
み
、
後
に
杉
田
玄
白
、
中
川

淳
庵
な
ど
多
く
の
学
者
を
生
む
事
に
つ
な
が
っ
て
行

く
当
時
江
戸
と
小
浜
の
聞
は
十
二
日
か
ら
十
五
日
を

要
し
て
い
る
が
、
忠
勝
は
幕
政
に
専
念
す
る
た
め
小

浜
へ
の
就
園
は
思
う
に
ま
か
せ
な
か
っ
た
。
前
述
の

よ
う
に
小
浜
藩
主
二
十
二
年
間
で
都
合
四
回
僅
か
一

年
に
満
た
な
か
っ
た
の
で
、
藩
政
へ
の
下
知
(
指
示
)

は
す
べ
て
書
下
げ
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
現
在
酒
井
家

文
書
と
し
て
小
浜
市
に
保
存
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
も

四
百
通
を
下
ら
な
い
と
い
う
。
寛
永
の
大
飢
鐘
に
あ

7 

た
り
、
国
許
の
家
老
都
筑
外
記
等
コ
一
人
に
当
て
た
書

中
島

酒
井
忠
勝
私
論

状
は
「
た
と
え
一
人
た
り
と
も
餓
死
者
出
す
べ
か
ら

ず
、
如
何
な
る
策
を
と
っ
て
も
領
民
を
救
う
べ
し
」

と
命
じ
て
い
る
。
「
酒
井
忠
勝
書
状
『
小
浜
市
史
』
(
藩

政
資
料
編
一
)
」

家
臣
と
の
つ
な
が
り
も
「
愛
子
ノ
父
母
ニ
ア
マ
エ

候
ヤ
ウ
」
と
述
べ
、
小
浜
で
は
武
家
屋
敷
を
訪
ね
大

き
な
屋
敷
に
は
屋
敷
内
に
立
ち
入
り
見
聞
、
小
さ
い

屋
敷
に
は
門
に
入
っ
て
見
通
さ
れ
た
と
い
う
。
竹
原

屋
敷
(
九
十
三
軒
外
)
、
西
津
屋
敷
(
百
五
十
二
軒
外
)

の
武
家
屋
敷
は
端
々
に
大
身
の
武
士
の
屋
敷
を
配
置

し
た
。
大
身
の
も
の
へ
は
来
訪
者
も
多
い
た
め
、
全

武
家
屋
敷
の
隅
々
ま
で
草
深
く
し
て
は
な
ら
な
い
と

家
臣
の
屋
敷
住
ま
い
に
ま
で
手
配
す
る
心
配
り
の
城

主
で
あ
っ
た
。
ま
た
家
臣
と
の
繋
が
り
で
は
、
家
臣

が
出
張
し
て
帰
る
と
、
目
的
を
報
告
さ
せ
る
の
は
当

然
と
し
て
、
先
々
の
山
川
草
木
、
気
候
や
人
心
な
ど
、

現
地
に
入
っ
て
初
め
て
分
る
出
先
の
状
況
の
詳
し
い

報
告
を
求
め
た
と
い
う
。
家
臣
た
る
者
迂
闘
に
出
張

か
ら
帰
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

忠
勝
は
熊
川
筋
、
敦
賀
筋
、
丹
後
筋
の
道
ば
た
に

並
木
松
を
植
え
さ
せ
た
。
こ
れ
で
国
の
見
込
み
も
よ

く
、
往
還
の
旅
人
の
為
に
も
よ
ろ
し
い
と
の
思
し
召

(
こ
の
松
並
木
は
私
達
の
少
年
期
ま
で

し
と
い
、
っ
。

若
狭
で
は
見
る
事
が
出
来
た
)
。
忠
勝
が
述
べ
る
古

「
為
十
年
之
謀
者
植
樹
、
為
百
年
之
謀
者
植

徳
」
と
仰
せ
付
け
ら
れ
た
と
見
事
な
見
識
で
あ
る
。

家
光
の
死
に
際
し
て
忠
勝
が
諸
大
名
に
述
べ
た
如

く
、
幼
少
将
軍
家
綱
へ
の
政
権
交
代
は
政
権
の
不
安

定
が
付
き
ま
と
っ
た
。
末
期
養
子
の
制
度
の
な
か
っ

た
こ
の
時
期
、
大
名
の
廃
絶
お
お
く
、
一
説
に
江
戸

に
数
万
人
と
い
う
牢
人
が
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

五
口
伊
」
、

エヨ
n
H
a
j
M噌

家
光
の
死
と
共
に
牢
人
た
ち
に
よ
る
有
名
な
慶
安
事

件
が
起
こ
る
。
一
早
く
状
況
を
把
握
し
た
忠
勝
等
に

よ
っ
て
首
謀
者
が
自
刃
し
て
治
ま
る
が
、
以
後
末
期

養
子
は
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
牢
人
対
策
は
効

果
を
発
揮
す
る
。

参
勤
交
代
の
制
度
、
武
家
諸
法
度
、
鎖
国
令
や
慶

安
の
触
書
な
ど
は
以
後
徳
川
=
一
百
年
の
平
和
を
も
た

ら
し
た
の
で
、
日
本
歴
史
に
と
っ
て
あ
ま
り
例
を
見

な
い
長
期
の
平
和
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
明
治
維
新

以
来
わ
が
国
は
十
年
ご
と
に
戦
争
を
し
て
、
有
史
以

来
の
敗
戦
に
逢
着
し
た
事
を
考
え
る
時
、
私
は
江
戸

時
代
の
平
和
が
長
く
続
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
今
一

度
考
察
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
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(9) 

忠
勝
と
小
浜
城

中
世
は
山
城
の
時
代
で
あ
っ
た
。
人
々
は
攻
め
手

に
対
し
て
山
城
を
拠
点
に
侍
も
百
姓
も
龍
城
し
て
戦

い
、
自
分
の
土
地
を
守
っ
た
の
で
あ
る
。
全
国
に
当

時
の
山
城
は
数
万
を
下
ら
な
い
と
い
う
。
小
浜
で
有

名
な
万
葉
集
に
詠
わ
れ
て
い
る
後
瀬
山
の
山
城
(
標

高
百
六
十
八
メ
ー
ト
ル
)
は
、
そ
の
城
郭
を
今
に
残

し
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
若
狭
を
支
配
し

た
若
狭
武
田
氏
五
代
元
光
が
大
永
二

(
1
5
2
2
)

年
、
丹
後
街
道
沿
い
の
後
瀬
山
に
山
城
を
築
い
た
。

天
正
十

(
1
5
8
2
)
年
八
代
元
明
は
明
智
光
秀
に

荷
担
し
た
と
し
て
、
秀
吉
に
よ
り
近
江
海
津
で
自
害

さ
せ
ら
れ
た
。
以
後
秀
吉
の
家
臣
丹
羽
、
浅
野
、
木

下
が
城
主
と
な
り
、
京
極
高
次
の
若
狭
入
り
ま
で
約

八
十
年
間
の
城
で
あ
っ
た
。

戦
争
の
中
世
か
ら
平
和
の
近
世
へ
と
い
わ
れ
る

が
、
秀
吉
の
天
下
統
一
、
家
康
の
元
和
僅
武
へ
。
数

万
と
い
う
山
城
の
「
停
止
令
」
の
流
れ
は
秀
吉
令
か

ら
家
康
令
へ
と
継
承
さ
れ
た
。
事
実
と
し
て
多
く
の

山
城
は
そ
の
役
割
を
終
え
て
い
く
。
後
瀬
の
山
城
も

こ
の
よ
う
に
し
て
関
ケ
原
合
戦
で
東
軍
に
つ
き
、
大

津
で
西
軍
を
引
き
と
め
た
功
績
に
よ
っ
て
小
浜
入
り

し
た
京
極
高
次
に
よ
っ
て
廃
城
。
新
に
北
川
、
南
川
、

多
国
川
、
江
古
川
の
四
つ
の
川
が
小
浜
湾
に
注
ぐ
三

角
州
、
(
こ
こ
に
住
む
下
竹
原
の
漁
民
を
西
津
浜
に

移
し
、
)
珍
し
い
海
岸
城
(
水
城
)
を
造
り
始
め
た

の
が
慶
長
六

(
1
6
0
1
)
年
で
あ
る
。

信
長
の
妹
、
お
市
の
方
の
子
の
コ
一
姉
妹
、
真
中
お

初
(
常
高
院
)
の
夫
、
高
次
は
城
主
九
年
に
し
て
小

浜
で
死
去
、
嫡
子
忠
高
(
正
室
は
家
光
の
姉
)
が
引

き
つ
い
た
が
、
大
坂
冬
・
夏
の
障
へ
の
参
陣
や
江
戸

城
・
大
坂
城
普
請
な
ど
幕
府
へ
の
奉
公
多
く
小
浜
の

築
城
は
進
ま
な
か
っ
た
。
中
世
、
侍
や
百
姓
が
狭
い

山
城
よ
っ
て
戦
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
近
世
の
城
は

平
地
で
よ
り
多
く
の
領
民
を
も
武
士
と
共
に
龍
城

(
会
津
の
鶴
ケ
岡
城
の
例
)

し
て
戦
う
た
め
の
広
さ

が
必
要
で
あ
っ
た
。
三
百
年
近
く
徳
川
氏
の
居
城
で

あ
っ
た
今
日
の
皇
居
の
広
さ
を
考
え
る
と
額
け
る
も

の
が
あ
る
。
こ
う
し
て
小
浜
城
も
本
丸
・
二
の
丸
・

三
の
丸
・
北
の
丸
・
西
の
丸
と
多
門
五
、
埋
門
二
、

櫓
二
十
五
と
、
そ
の
面
積
は
外
堀
を
除
き
一
万
九
千

坪
、
東
西
二
百
八
十
四
メ
ー
ト
ル
南
北
二
百
六
十
四

メ
ー
ト
ル
の
規
模
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
忠
高
移

封
の
寛
永
十
一
年
に
な
っ
て
も
な
お
城
は
完
成
し
て

い
な
か
っ
た
。

そ
こ
へ
忠
勝
の
入
国
と
な
る
。
入
国
と
同
時
に
幕

府
の
許
可
を
得
て
城
の
四
周
の
石
垣
を
一
間
高
く
積

み
上
げ
、
天
守
閣
の
造
営
に
取
り
か
か
る
。
棟
梁
は

徳
川
幕
府
お
抱
え
の
中
井
正
純
に
依
頼
し
、
大
工
は

京
都
か
ら
、
石
工
は
近
江
の
穴
生
衆
。
こ
う
し
て
寛

永
十
三
一
年
の
秋
十
月
、
江
戸
城
の
富
士
見
櫓
を
模
し

た
と
い
う
天
守
閣
が
完
成
、
忠
勝
も
就
国
し
て
竣
工

式
典
が
営
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
多
聞
丸
な
ど
全

て
が
完
成
し
た
の
は
正
保
二

(
1
6
4
5
)
年
と
実

に
四
十
四
年
を
要
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
砂
上
の
楼
閣
な
ら
ぬ
砂
上
の
城
郭
、

土
台
固
め
に
要
し
た
石
や
土
は
莫
大
で
多
大
の
労
働

力
を
要
し
た
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。
領
民
に
炭
俵

四
万
五
千
枚
を
作
ら
せ
、
こ
れ
に
浦
々
の
万
禰
に
命

じ
漁
民
に
舟
を
出
さ
せ
て
蘇
洞
門
の
石
を
運
ば
せ
、

石
を
詰
め
て
海
中
に
投
棄
し
て
根
固
め
を
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
な
か
、
天
守
台
高
さ
十
一
メ
ー
ト
ル
、

総
高
二
十
九
メ
ー
ト
ル
、
最
上
層
(
三
間
×
四
間
)
、

中
層
(
五
間
×
六
間
)
、
下
層
(
七
間
×
人
間
)
の
天

守
閣
が
完
成
し
た
(
わ
か
さ
小
浜
の
丈
化
財
)
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
完
成
し
た
天
守
閣
は
ど
の
よ

う
に
使
用
さ
れ
て
た
の
だ
ろ
う
か
。
忠
勝
書
状
に
よ

る
と
家
老
の
外
は
秘
匿
せ
よ
と
し
て
常
時
一
万
両

(
今
日
の
十
億
円
か
)
を
蓄
え
さ
せ
て
い
る
。

「金
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子
二
千
両
ず
つ
を
箱
詰
め
、
釘
打
ち
、
薄
い
建
に
包

み
、
縄
を
か
け
、
小
判
二
千
両
入
り
と
札
を
書
さ
し

候
て
、
入
申
可
候
。

同
日
に
鉄
砲
十
挺
、
弓
十
張
、
鑓
十
筋
、
長
万
五

振
、
具
足
十
領
わ
さ
と
二
重
目
へ
入
置
可
申
候
。
右

銀
子
入
候
儀
、
人
不
存
候
様
に
諸
家
中
之
者
へ
か
く

し
候
て
入
置
可
申
候
事
」
。
と
微
に
い
り
細
に
わ
た
る

指
示
を
家
老
に
出
し
て
い
る
。
こ
う
見
る
と
忠
勝
の

天
守
閣
の
活
用
は
武
器
庫
に
見
せ
か
け
て
金
庫
と
し

て
使
用
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
か
。
こ
う
し
て
日
本

海
に
沈
む
美
し
い
夕
日
に
帥
吠
え
て
二
百
三
十
年
、
若

敦
四
郡
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
青
戸
入
江
に
聾
え
た
の

で
あ
る
。

(
叩
)

9 

義
民
伝
説

忠
勝
の
時
代
に
起
き
た
若
狭
の
義
民
松
木
長
操
に

つ
い
て
『
拾
椎
雑
話
」
「
宝
暦
十

(
1
7
6
0
)
年」

巻
二
十
二
の
二
に
「
京
極
家
の
時
、
或
い
は
酒
井
家

の
始
め
と
も
云
う
。
郷
方
貢
納
之
大
豆
四
斗
桝
目
に

て
納
め
来
り
し
所
を
、
御
上
よ
り
大
豆
は
米
と
違
桝

目
数
多
分
た
る
べ
き
物
也
と
有
、
其
後
五
斗
入
に
て

納
め
可
申
事
に
相
成
候
に
付
き
、
郷
中
一
統
に
訴
訟

致
候
得
と
も
、
碇
と
御
聞
届
も
な
し
。
其
内
数
百
人

大
仰
に
相
詰
、
先
格
の
如
く
四
斗
入
り
に
て
納
候
願

中
島

酒
井
忠
勝
私
論

た
い
け
る
。
公
儀
よ
り
願
ひ
は
承
届
遣
す
べ
し
、
徒

党
を
結
び
し
曲
事
也
と
張
本
人
新
道
村
松
ノ
木
と
申

者
日
笠
原
に
て
た
く
礁
罪
也
。
其
時
松
木
大
音
に
て

国
中
永
代
大
豆
納
め
の
為
に
身
命
を
失
う
者
也
、

後
々
大
豆
を
取
入
候
者
は
我
に
手
向
け
よ
云
捨
て
相

果
て
ぬ
。
此
訳
に
て
昔
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
秋
大

豆
刈
取
れ
は
先
日
笠
河
原
松
ノ
木
松
ノ
木
と
云
て
手

向
け
す
る
郷
中
の
た
め
し
也
と
。

松
ノ
木
死
罪
御
免
の
飛
脚
江
戸
よ
り
来
る
、
今
一

時
遅
く
し
て
事
過
ぎ
た
る
よ
し
」
o
と
の
記
述
が
あ

マゐ。
ま
た
『
酒
井
家
編
年
史
料
綜
覧
』
承
応
元

(
1
6
5
2
)

年
五
月
十
六
日
の
条
に
「
遠
敷
郡
新
道
村
ノ
百
姓
庄

左
衛
門
松
木
長
操
ヲ
同
郷
日
笠
河
原
ニ
テ
斬
ル
(
松

木
系
図
・
東
洋
義
人
百
家
伝
・
酒
井
家
御
息
方
記
)
」

と
あ
り
、
こ
れ
は
忠
勝
治
世
の
頃
、
米
で
な
く
大
豆

の
貢
納
を
め
ぐ
る
百
姓
と
の
大
き
い
闘
い
が
あ
っ
た

こ
と
を
し
め
し
て
い
る
が
、
『
酒
井
忠
勝
』
著
者
は
、

義
民
伝
承
か
ら
史
料
に
よ
り
歴
史
的
事
実
と
し
て
の

解
明
が
待
た
れ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
が
更
な
る
研

究
が
望
ま
れ
て
い
る
。

(
日
)

終
わ
り
に

こ
う
し
て
忠
勝
の
生
涯
を
傭
搬
す
る
と
、
実
に
堅

実
に
し
て
し
た
た
か
で
あ
る
。
慶
安
二
年
全
国
の
農

民
へ
呼
び
か
け
た
「
慶
安
の
触
書
」
は
、
「
朝
は
草

を
刈
り
、
昼
は
田
畑
の
耕
作
に
努
め
、
晩
に
は
縄
を

な
い
、
俵
を
編
み
、
夫
々
の
仕
事
を
油
断
な
く
せ
よ
」

「
食
に
も
な
ら
ず
煩
い
の
も
と
に
な
る
だ
け
の
煙

草
は
吸
わ
ぬ
こ
と
」
な
ど
コ
一
十
二
ヵ
条
は
七
十
六
歳

ま
で
生
き
た
忠
勝
の
人
柄
の
投
影
し
た
も
の
の
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
か
つ
て
将
軍
交
代
期
の
危
機
を
乗

り
切
る
た
め
、
家
康
は
二
年
で
引
退
し
て
秀
忠
を
守

り
、
秀
忠
も
ま
た
余
裕
を
持
っ
て
退
き
家
光
を
見
守

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
コ
一
代
家
光
の
不
意
の
死
去
と

後
継
の
幼
少
家
綱
へ
の
交
代
は
、
家
康
、
秀
忠
す
で

に
世
に
な
く
幕
府
始
ま
っ
て
の
危
機
で
あ
っ
た
。
ひ

た
す
ら
忠
勝
は
幕
閣
の
大
御
所
的
存
在
と
し
て
そ
の

危
機
を
乗
り
切
っ
た
も
の
で
、
忠
勝
最
大
の
功
績
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。
忠
勝
が
配
置
し
た
コ
一
河
家
臣
団

の
譜
代
大
名
は
明
治
維
新
後
は
華
族
に
列
し
、
貴
族

院
の
有
力
な
母
体
と
な
り
日
本
の
国
政
に
大
き
く
参

画
し
た
。
天
下
分
け
目
と
い
わ
れ
た
関
ケ
原
の
戦
い

の
勝
者
た
ち
の
後
青
は
、
後
の
世
に
計
り
知
れ
な
い

人
材
を
送
っ
て
き
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
う
見

る
と
関
ケ
原
で
敗
れ
た
長
州
や
薩
摩
は
二
百
八
十
年

後
の
維
新
の
動
乱
に
勝
利
し
、
自
ら
山
口
高
校
や
鹿
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児
島
造
士
館
を
つ
く
っ
て
後
進
を
育
て
、
陸
軍
は
長

州
、
海
軍
は
薩
摩
と
う
た
わ
れ
、
な
が
く
わ
が
国
の

歴
史
を
動
か
す
力
に
な
っ
て
行
く
。
家
康
以
後
こ
こ

に
四
百
余
年
、
関
ケ
原
の
歴
史
は
今
に
生
き
て
い
る

と
い
う
べ
き
か
。
戦
争
の
中
世
か
ら
平
和
の
近
世
へ

の
道
を
聞
い
た
老
中
、
大
老
と
コ
一
十
二
年
の
幕
閣
の

中
心
酒
井
忠
勝
が
、
江
戸
時
代
の
平
和
を
も
た
ら
し

た
と
い
え
る
業
績
を
あ
ら
た
め
て
検
証
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

歴
史
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
今
日
、
杉
田
玄
白
、

中
川
淳
庵
、
梅
田
雲
浜
等
と
は
別
に
酒
井
忠
勝
に
つ

い
て
も
、
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
で
は
な

い
か
。
長
々
と
私
論
を
述
べ
た
理
由
で
あ
る
。

若
狭
歴
史
民
俗
資
料
館
、
郷
土
史
講
座
・
有
馬
学

芸
員
(
酒
井
忠
勝
を
め
ぐ
る
人
々
)
よ
り
、
旧
小
浜

藩
士
の
娘
歌
人
山
川
登
美
子
の
歌
二
首

小
浜
城
祉

天
守
か
く

尋
つ
む
雪
の

し
ろ
あ
と
に

タ
ば
え
て
り
ぬ

し
ら
さ
ぎ
の
む
れ

亡
き
父
へ

た
と
え
身
は

後
瀬
の
山
に

く
つ
る
と
も

何
忘
る
べ
き

酒
井
家
の
思

(
以
上
)

(
本
稿
は
平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
八
日

浜
市

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
で
の
講
演
原
稿
に
加
筆
し
た
も

の
で
あ
る
)

参
考
図
書

酒
井
忠
勝
公
年
譜
並
言
行
抄
(
旧
誼
会
)
江
戸
開
幕
・

徳
川
家
光
・
小
浜
藩
祖
酒
井
忠
勝
(
藤
井
譲
治
著
)
酒
井

忠
勝
を
め
ぐ
る
人
々
(
有
馬
香
織
福
井
県
立
若
狭
歴
史
民
俗

資
料
館
学
芸
員
)
小
浜
神
社
誌
(
小
浜
神
社
社
務
所
)

日
本
の
近
世
(
高
木
昭
作
著
)
戦
国
の
若
狭
(
大
森
宏
著
)

若
狭
小
浜
城
(
小
浜
城
跡
発
掘
調
査
団
)
土
一
授
と
城

の
戦
国
を
行
く
(
藤
木
久
志
著
)
拾
椎
雑
話
・
稚
狭
考
(
福

井
県
立
図
書
館
・
郷
土
誌
懇
談
会
)
新
詳
日
本
史
図
説
(
浜

島
害
庖
)
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